
 

 

 

 

 

 

 

 

２月３日は節分でしたね。節分が過ぎると暦の上では春とされています。春といっても実感がわきませんが、

春の足音が近づいているようです。さて、今年度も残すところ、あと 1 ヶ月となりました。この一年を振り返り、

お子さんの成長はいかがでしたか？心も身体も大きく、たくましくなったことでしょう。これからの成長が楽し

みですね。 

 

令和 5 年度ファミリー・サポート・センター全国アドバイザー講習会がオンラインで開催されました。 

今年度のテーマは…… 

 

『ファミリー・サポート・センター事業の課題解決における周知の重要性 

      ～令和４年度調査研究事業 調査結果報告を踏まえて考える～』 

 

まず始めに、こども家庭庁より子ども子育て支援新制度の概要、ファミリー・サポート・センター事業の実施

状況や取り組みの説明がありました。 

次に、基調講演として立正大学の准教授の先生より、「アンケート調査から読み解くファミリー・サポート・セ

ンター事業の現状と課題～令和４年度のインターネット調査からみる事業認知度について」講演があり、調査の

分析結果の概要をわかりやすく話されました。ファミサポ事業のイメージについて「信頼できる」「専門性が高

い」というポジティブな評価が得られたが、「利用しにくい」「手続きがわかりにくい」といったネガティブな評

価もありました。援助会員確保のためには、これらの課題を解決し、ファミサポ事業の認知度を向上させ、援助

活動への理解を浸透させていくことが必要との事です。センターの位置づけや在り方についても考えさせられる

ことが多かったです。 

その後は、新宿区・花巻市・東海村の 3 センターから周知広報や課題などについての事例発表がありました。

最後にグループディスカッションが行われ、８センターでＳＮＳの活用法や課題など自己紹介しながら、情報交

換をしました。自治体によって多少やり方は違っても、同じ悩みや意見があって、色々な対策を考えていく上で

とても参考になりました。短い時間でしたが、この講習会に参加した事で私の励みになり、今後も会員さんの気 

持ちに寄りそった良いサポートが出来るように、取り組んでいきたいと思います。 

       重大事故に注意しましょう！ 

         ファミサポ事業は「安心・安全」という大前提のもと、お子さんの成長を地域の人々が、 

        見守っていく活動です。協会によると、自動車による事故の件数は送迎のニーズの高まりに比

例して年々増加している傾向にあるそうです。「子どもを預かる」ことは即ち「子どもの命を預かる」ことです。

無理な活動をしないように気をつけてください。またシートベルトの着用や迎えに行く時の歩道では、手を繋い

で歩く事等、安全面に注意を払ってサポートをお願いします。 

消費者庁では「食品による子どもの窒息・誤嚥事故」についての注意喚起を行っているので 5 歳以下のお子さ

んには硬い豆類やナッツは食べさせないように注意しましょう。 
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＜利用料補助制度＞ 

下記の対象となる場合、援助会員へ支払った利用料の一部を補助します。 

対象となる世帯 助成内容 補助金額 

多子世帯 児童が 2 人以上、かつ、その児童の

うち未就学児が 1 人以上いる世帯 

すべての子の預かり利

用分（送迎のみは対象

外） 

援助会員に支払った「報

酬」の 2 分の 1（上限 

1 ヶ月 10,000 円） 

交通費等の実費負担分及

びキャンセル料は補助対

象外 

ひとり親世帯 児童扶養手当、愛知県遺児手当、 

豊橋市母子父子福祉手当の受給者、手

当受給者に準ずる世帯 

すべての子の利用分 

（預かり、送迎） 

補助を受けるためには、豊橋市役所子育て支援課へ事前の登録申請が 

必要です。右記の QR コードを読み取っていただき、申請してください。 

     ↓ 

その後、市より登録承認通知が郵送されます。 

★依頼利用後の申請は対象外になりますので、対象となる世帯の方は 

早目に申請をお願いします。 

★登録申請後の変更手続き（住所、電話番号、世帯等）も電子申請で出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願い 

会員の皆様には、日頃よりセンター事業にご理解とご協力いただきまして、感謝申し上

げます。 

<援助会員さんへ> 

年度末になりますので、3 月の活動報告書は、4 月 1 日（月）までに提出をお願いいた

します。（清算が済んでいない方は、先ずセンターへ活動日時や内容等を電話でお知らせ

いただき、その後、郵送してください。） 

<依頼会員さんへ> 

年度が変わり進級や進学によって習い事の時間や曜日が変わる場合は、早めにセンター

までお知らせください。また、依頼会員からセンターに事前に依頼連絡がない援助は、

補償保険の対象になりません。 

<全会員さんへ> 

住所や電話番号、家庭状況に変更がありましたら、センターへ連絡してください。 

安全・安心のため活動時には大人から大人への引き渡しをさせていただきます。 

（留守宅への送迎は原則行っておりません。） 

 

 

 

 

 

 

とよはしファミリー・サポート・センター 

豊橋市総合福祉センターあいトピア 3 階 

〒440-0055 

豊橋市前畑町 115 番地 

TEL(0532)56-7500  FAX(0532)56-7123 

 

援助会員募集！！ 

子どもが好きな方、お知り合いの方で

お手伝いいただける方がいらっしゃっ

たら、ぜひご紹介ください。 

子育ての輪を広げましょう！！ 

 

 

 


